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4 2023（令和5年）

国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 5月1日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 5月1日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間

申告（年3回の場合）� 5月1日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月17日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）
� 5月1日

　所有者不明土地の発生予防のため、相続又
は遺贈により土地の所有権を取得した相続人
が、一定要件を満たすことで土地を手放して
国庫に帰属できる制度。4月27日から施行され、
制度の利用に当たっては、審査手数料や土地
の性質に応じて算出した10年分の土地管理費
相当額の負担金の納付が必要です。

ワンポイント 相続土地国庫帰属制度

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日
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4 月号─2

　

契
約
な
ど
に
よ
っ
て
債
務
を
負
っ

て
い
る
人
が
、
そ
の
債
務
を
履
行
し

な
い
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
方
に
損
害

を
与
え
た
場
合
、
そ
の
相
手
方
は
民

法
４
１
５
条
に
基
づ
き
損
害
の
賠
償

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
、

他
人
の
権
利
や
法
律
上
保
護
さ
れ
る

利
益
を
侵
害
し
た
人
は
、
民
法

７
０
９
条
に
基
づ
き
、
そ
の
損
害
を

賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、

損
害
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と
で
解
決

を
図
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
損

害
賠
償
金
を
支
払
っ
た
場
合
や
受
け

取
っ
た
場
合
に
は
、
様
々
な
税
務
の

取
り
扱
い
が
あ
り
ま
す
。

１　

支
払
っ
た
損
害
賠
償
金

⑴
　
法
人
の
場
合

　

法
人
が
損
害
賠
償
金
を
支
払
っ
た

場
合
、
そ
の
損
害
賠
償
金
の
対
象
と

な
っ
た
行
為
な
ど
が
、
①
法
人
の
業

務
の
遂
行
に
関
連

す
る
も
の
か
関
連

し
な
い
も
の
か
と
、

②
そ
の
行
為
が
故

意
ま
た
は
重
過
失

に
基
づ
く
も
の
か

基
づ
か
な
い
も
の

か
、
の
２
つ
の
判

断
基
準
に
よ
っ

て
、
取
り
扱
い
が

異
な
り
ま
す
（
表

１
参
照
）。

　

法
人
の
業
務
の

遂
行
に
関
連
す
る

も
の
で
、
か
つ
、

故
意
ま
た
は
重
大

な
過
失
に
基
づ
か

な
い
行
為
に
よ
る

損
害
賠
償
金
を
支

払
っ
た
場
合
は
、

支
出
し
た
損
害
賠

償
金
相
当
額
は
給
与
以
外
の
損
金
の

額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　

一
方
、
法
人
の
業
務
の
遂
行
に
関

連
し
な
い
行
為
や
、
故
意
ま
た
は
重

大
な
過
失
に
基
づ
く
行
為
に
よ
る
損

害
賠
償
金
を
支
払
っ
た
場
合
は
、
そ

の
損
害
賠
償
金
相
当
額
は
行
為
を
行

な
っ
た
役
員
や
使
用
人
に
対
す
る
債

権
に
な
り
ま
す
。
な
お
こ
の
債
権
に

つ
い
て
、
役
員
や
使
用
人
の
支
払
能

力
な
ど
か
ら
み
て
求
償
で
き
な
い
た

め
に
貸
倒
れ
を
し
た
場
合
は
、
そ
の

経
理
処
理
は
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
回

収
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
部

分
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
役
員

や
使
用
人
に
対
す
る
給
与
と
さ
れ
ま

す
。

⑵
　
個
人
事
業
主
の
場
合

　

個
人
事
業
主
が
損
害
賠
償
金
を
支

払
っ
た
場
合
、
事
業
主
が
加
害
者
の

場
合
と
使
用
人
が
加
害
者
の
場
合

で
、
取
り
扱
い
が
大
き
く
異
な
り
ま

す（
表
２
参
照
）。

　

事
業
主
が
加
害
者
の
場
合
、
事
故

が
業
務
に
関
連
の
な
い
も
の
は
必
要

経
費
に
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
事
故

が
業
務
に
関
連
し
て
い
て
も
、
事
故

原
因
に
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が

あ
る
場
合
も
、
必
要
経
費
に
な
り
ま

せ
ん
。
例
え
ば
、
酒
気
帯
び
運
転
や

表１　支払った損害賠償金の取り扱い（法人）
故意または重過失でない 故意または重過失

業務の
関連性

あり 給与以外の損金算入 役員等に対する債権
なし 役員等に対する債権

表２　支払った損害賠償金の取り扱い（個人事業主）

加害者　事業主 故意または重過失でない 故意または重過失

業務の
関連性

あり 必要経費算入 必要経費不算入
なし 必要経費不算入

加害者　使用人 事業主の
故意または重過失でない

事業主の
故意または重過失

業務の
関連性

あり
必要経費算入 必要経費不算入

なし
立場上やむを得ず負担

それ以外 必要経費不算入

損害賠償金の

取り扱いについて



3─4月号

事
情
に
よ
り
実
際

に
支
払
わ
れ
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
、
損
害
賠
償

金
に
つ
い
て
は
、

実
際
に
支
払
い
を

受
け
た
日
の
属
す

る
事
業
年
度
の
益

金
の
額
に
算
入
す

る
こ
と
も
認
め
ら

れ
て
い
ま
す
（
図

１
参
照
）。

　

な
お
、
実
際
に

支
払
い
を
受
け
た

日
の
属
す
る
事
業

年
度
の
益
金
の
額

に
算
入
し
た
場
合

で
も
、
被
害
を

被
っ
た
法
人
は
、

被
っ
た
損
害
に
係

る
損
失
の
金
額
に

つ
い
て
は
、
保
険

金
な
ど
に
よ
っ
て

補
て
ん
さ
れ
る
部

分
の
金
額
を
除

き
、
損
害
が
発
生
し
た
日
の
属
す
る

事
業
年
度
の
損
金
の
額
に
算
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑵
　
個
人
事
業
主
の
場
合

　

個
人
が
、
心
身
に
加
え
ら
れ
た
損

信
号
無
視
な
ど
に
よ
る
事
故
は
、
特

別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
重
大
な
過

失
が
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

　

使
用
人
が
加
害
者
の
場
合
、
そ
の

使
用
人
の
行
為
に
関
し
て
事
業
主
に

故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が
あ
る
場

合
は
、
た
と
え
使
用
人
に
故
意
ま
た

は
重
大
な
過
失
が
な
く
て
も
、
事
業

主
の
必
要
経
費
に
な
り
ま
せ
ん
。
逆

に
、
事
業
主
に
故
意
ま
た
は
重
大
な

過
失
が
な
い
場
合
は
、
使
用
人
に
故

意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が
あ
る
か
ど

う
か
を
問
わ
ず
、
業
務
に
関
連
す
る

も
の
は
必
要
経
費
に
な
り
ま
す
。
ま

た
業
務
に
関
連
し
な
い
も
の
で
も
、

家
族
従
業
員
以
外
の
使
用
人
で
雇
用

主
の
立
場
上
や
む
を
得
ず
負
担
し
た

も
の
に
つ
い
て
も
、
事
業
主
の
必
要

経
費
に
な
り
ま
す
。

２　

受
け
取
っ
た
損
害
賠
償
金

⑴
　
法
人
の
場
合

　

法
人
が
他
の
者
か
ら
損
害
賠
償
金

の
支
払
い
を
受
け
る
場
合
、
そ
の
損

害
賠
償
金
相
当
額
を
益
金
の
額
に
算

入
し
ま
す
。
益
金
の
額
に
算
入
す
る

時
期
は
、
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
が

確
定
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
で

す
。
た
だ
、
金
額
が
確
定
し
て
も
相

手
方
に
支
払
い
能
力
が
な
い
な
ど
の

る
と
し
て
も
、
仕
入
税
額
控
除
を
適

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
損
害
賠
償
金
は
対
価
と

し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か

ら
で
す
。

　

し
か
し
、
例
え
ば
損
害
を
受
け
た

製
品
な
ど
の
棚
卸
資
産
が
加
害
者
に

引
き
渡
さ
れ
、
そ
の
資
産
が
そ
の
ま

ま
使
用
で
き
る
よ
う
な
場
合
や
、
特

許
権
や
商
標
権
な
ど
の
権
利
の
侵
害

を
受
け
た
た
め
に
受
け
取
る
損
害
賠

償
金
で
権
利
の
使
用
料
に
相
当
す
る

場
合
、
事
務
所
の
明
け
渡
し
が
期
限

よ
り
遅
れ
た
た
め
に
受
け
取
る
損
害

賠
償
金
で
賃
貸
料
に
相
当
す
る
場
合

な
ど
、
対
価
性
が
認
め
ら
れ
る
損
害

賠
償
金
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
の
課

税
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

害
に
つ
い
て
支
払
い
を
受
け
る
損
害

賠
償
金
な
ど
は
、
原
則
と
し
て
非
課

税
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
治
療
費
と

し
て
受
け
取
っ
た
金
額
は
、
医
療
費

を
補
て
ん
す
る
も
の
な
の
で
、
医
療

費
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、
支
払
っ

た
医
療
費
の
金
額
か
ら
差
し
引
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

個
人
事
業
主
が
事
業
所
得
の
必
要

経
費
を
補
て
ん
す
る
た
め
に
受
け
取

る
損
害
賠
償
金
に
つ
い
て
は
、
既
に

必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
た
費
用
や
将

来
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
費
用
を

補
て
ん
す
る
も
の
な
の
で
、
事
業
所

得
の
総
収
入
金
額
に
算
入
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

３　

消
費
税
の
取
り
扱
い

　

消
費
税
の
課
税
の
対
象
と
な
る
も

の
は
、
①
国
内
取
引
、
②
事
業
者
が

事
業
と
し
て
行
う
取
引
、
③
対
価
性

が
あ
る
も
の
、
④
資
産
の
譲
渡
・
貸

付
・
役
務
の
提
供
、
の
４
要
件
を
満

た
す
も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。

　

心
身
ま
た
は
資
産
に
つ
い
て
加
え

ら
れ
た
損
害
の
発
生
に
伴
っ
て
受
け

る
損
害
賠
償
金
は
、
消
費
税
の
課
税

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
損
害

賠
償
金
の
支
払
い
者
も
、
た
と
え
損

害
賠
償
金
に
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い

図１　損害賠償金の益金算入時期

損害発生 損害賠償金の支払額確定 損害賠償金の受領

益金算入（原則） 益金算入　可



4 月号─4

　輸入する貨物については、その貨物を保
税地域から引き取る時に消費税が課税さ
れ、その納税義務者はその貨物を保税地域
から引き取る者（輸入申告者）です。
　輸入取引の場合の納税義務者は、国内取
引の場合のように事業者に限定されず、ま
た、免税点などの規定も設けられていませ
ん。
　したがって、事業者だけでなく給与所得
者や家庭の主婦なども、外国貨物を輸入す
れば消費税の納税義務者となります。
　なお、課税の対象となる輸入とは、一般
的な貿易により輸入される貨物のほか、海
外旅行からの帰国の際におみやげなどとし
て持ち帰ったものも含まれます。ただし、
海外旅行から帰国したときに課税される輸
入関税がいわゆる携帯品免税として免除さ
れるものについては、消費税も免除になり
ます。

輸入する貨物の納税義務者

　

弊
社
で
は
、
新
人
研
修
の

一
環
と
し
て
外
部
講
師
を
招

い
て
マ
ナ
ー
講
習
を
設
け
て
お
り
、

外
部
講
師
に
は
社
内
で
一
律
５
０
０

円
程
度
の
弁
当
を
給
食
し
て
い
ま

す
。
こ
の
給
食
費
用
に
つ
い
て
、
税

務
上
の
取
扱
い
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

外
部
講
師
に
対
し
て
、
社

内
で
一
律
に
少
額
の
弁
当
を

給
食
す
る
際
の
給
食
費
用
に
つ
い
て

は
、
交
際
費
等
の
限
度
計
算
を
要
し

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
そ
の
給
食
費
用

は
、
接
待
費
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
講
師
委
嘱
に
関
連
し
て
通
常
要
す

る
費
用
と
認
め
ら
れ
る
た
め
で
す
。

　

ま
た
、交
際
費
等
で
な
い
場
合
に
、

そ
の
給
食
費
用
に
つ
い
て
、
講
師
謝

金
の
一
部
と
し
て
源
泉
徴
収
す
る
必

要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
給
食
費
用

は
少
額
で
、
か
つ
、
臨
時
的
な
経
済

的
利
益
の
供
与
で
す
か
ら
、
強
い
て

源
泉
徴
収
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

QA 講
師
給
食
費

　国外財産調書制度においては、適正な提
出を確保し、国外財産に係る情報を的確に
把握するために、次のような措置が講じら
れています。
⑴　国外財産調書の提出がある場合の過少
申告加算税等の軽減措置

　国外財産調書を提出期限内に提出した場
合には、その調書に記載がある国外財産に
係る所得税等・相続税の申告漏れが生じた
ときであっても、その国外財産に係る過少
申告加算税または無申告加算税（以下「過
少申告加算税等」といいます。）が5％軽減
されます。
⑵　国外財産調書の提出等がない場合の過
少申告加算税等の加重措置

　国外財産調書の提出が提出期限内にない
場合または提出期限内に提出された国外財
産調書に記載すべき国外財産の記載がない

場合に、その国外財産に係る所得税等・相
続税の申告漏れが生じたときは、その国外
財産に係る過少申告加算税等が5％加重さ
れます。
⑶　国外財産調書に記載すべき国外財産に
関する書類の提示等がない場合の過少申
告加算税等の軽減措置・加重措置の特例
　国外財産に係る所得税等または相続税の
調査に関し修正申告等があり、過少申告加
算税等の適用のある方が、その修正申告等
の日前に、国外財産調書に記載すべき国外
財産の取得等に係る書類の提示等を求めら
れた場合に、一定の期限までにその提示等
がなかったときは、前記⑴は適用されず、
また、前記⑵は5％から10％となります。
⑷　正当な理由のない国外財産調書の不提
出等に対する罰則
　国外財産調書に偽りの記載をして提出し
た場合または正当な理由がなく国外財産調
書を提出期限内に提出しなかった場合には、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
に処されることがあります。

国外財産調書に係る過少申
告加算税等


